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処方箋の交付等に関連する法令の規定 

 

■処方箋の交付義務 

医師法第 22 条 

医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合に

は、患者又は現にその看護に当っている者に対して処方せんを交付しなければ

ならない。ただし、患者又は現にその看護に当っている者が処方せんの交付を

必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、

この限りでない。（以下略） 

歯科医師法第 21 条 

歯科医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場

合には、患者又は現にその看護に当っている者に対して処方せんを交付しなけ

ればならない。ただし、患者又は現にその看護に当っている者が処方せんの交

付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合において

は、その限りでない。（以下略） 

 

■処方箋の記載事項 

医師法施行規則第 21 条 

医師は、患者に交付する処方せんに、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、

用量、発行の年月日、使用期間及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は

医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない。 

歯科医師法施行規則第 20 条 

歯科医師は、患者に交付する処方せんに、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用

法、用量、発行の年月日、使用期間及び病院若しくは診療所の名称及び所在地

又は歯科医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない。 

 

■特定保険薬局への誘導の禁止 

保険医療機関及び保険医療養担当規則第 2 条の 5 

保険医療機関は、当該保険医療機関において健康保険の診療に従事している保

険医（以下「保険医」という。）の行う処方せんの交付に関し、患者に対して特

定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行ってはならない。 

２ 保険医療機関は、保険医の行う処方せんの交付に関し、患者に対して特定

の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、保

険薬局から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

参考資料 
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保険医療機関及び保険医療養担当規則第 19 条の 3 

保険医は、処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤

を受けるべき旨の指示等を行ってはならない。 

２ 保険医は、処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において

調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、保険薬局から金品その

他の財産上の利益を収受してはならない。 

 

■無診察治療等の禁止 

医師法第 20 条 

医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付

し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自

ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後

二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りで

ない。 

歯科医師法第 20 条 

歯科医師は、自ら診察しないで治療をし、又は診断書若しくは処方せんを交付

してはならない。 

 

■処方箋の交付 

保険医療機関及び保険医療養担当規則第 20 条、21 条 

（前略） 

三 処方せんの交付 

イ 処方せんの使用期間は、交付の日を含めて四日以内とする。ただし、長期

の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りでない。（以下略） 

保険医療機関及び保険医療養担当規則第 23 条 

保険医は、処方せんを交付する場合には、様式第二号又はこれに準ずる様式の

処方せんに必要な事項を記載しなければならない。 

２ 保険医は、その交付した処方せんに関し、保険薬剤師から疑義の照会があ

った場合には、これに適切に対応しなければならない。 

 

■健康保険事業の健全な運営の確保 

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第 2 条の 3 

保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、次の各号に掲げる行為を行って

はならない。 

一 保険医療機関と一体的な構造とし、又は保険医療機関と一体的な経営を行

うこと。 
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二 保険医療機関又は保険医に対し、患者に対して特定の保険薬局において調

剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、金品その他の財産上の

利益を供与すること。 

２ 前項に規定するほか、保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、健康

保険事業の健全な運営を損なうことのないよう努めなければならない。 

 

■調剤の一般的方針 

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第 8 条 

保険薬局において健康保険の調剤に従事する保険薬剤師（以下「保険薬剤師」

という。）は、保険医等の交付した処方せんに基いて、患者の療養上妥当適切に

調剤並びに薬学的管理及び指導を行わなければならない。 

 

■調剤の求めに応ずる義務 

薬剤師法第 21 条 

調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなけれ

ば、これを拒んではならない。 

□正当な理由 

薬局業務運営ガイドライン（H5.4.30 薬発第 408 号 薬務局長通知）  

ア 処方せんの内容に疑義があるが処方医師（又は医療機関）に連絡がつかず、

疑義照会できない場合。但し、当該処方せんの患者がその薬局の近隣の患者

の場合は処方せんを預かり、後刻処方医師に疑義照会して調剤すること。  

イ 冠婚葬祭、急病等で薬剤師が不在の場合。  

ウ 患者の症状等から早急に調剤薬を交付する必要があるが、医薬品の調達に時

間を要する場合。但し、この場合は即時調剤可能な薬局を責任をもって紹介

すること。  

エ 災害、事故等により、物理的に調剤が不可能な場合。 

 

■処方箋による調剤 

薬剤師法第 23 条 

薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授

与の目的で調剤してはならない。 

２ 薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した

医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤

してはならない。 

 

■処方箋の確認 
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保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第 3 条 

保険薬局は、被保険者及び被保険者であった者並びにこれらの者の被扶養者で

ある患者（以下単に「患者」という。）から療養の給付を受けることを求められ

た場合には、その者の提出する処方せんが健康保険法 （大正十一年法律第七十

号。以下「法」という。）第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所におい

て健康保険の診療に従事している医師又は歯科医師（以下「保険医等」という。）

が交付した処方せんであること及びその処方せん又は被保険者証によって療養

の給付を受ける資格があることを確めなければならない。  

 

■処方箋中の疑義 

薬剤師法第 24 条 

薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医

師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなけ

れば、これによって調剤してはならない。 

 

■情報の提供  

薬事法第 9 条の 2 

薬局開設者は、医師又は歯科医師から交付された処方せんにより調剤された薬

剤を購入し、又は譲り受けようとする者に対して薬剤を販売し、又は授与する

場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において薬剤の販売

又は授与に従事する薬剤師をして、厚生労働省令で定める事項を記載した書面

を用いて、その適正な使用のために必要な情報を提供させなければならない。 

２ 薬局開設者は、医師若しくは歯科医師から交付された処方せんにより調剤

された薬剤を購入し、若しくは譲り受けようとする者又はその薬局において調

剤された薬剤を購入し、若しくは譲り受けた者から相談があつた場合には、厚

生労働省令で定めるところにより、薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師をし

て、その適正な使用のために必要な情報を提供させなければならない。 

薬事法施行規則第 15 条の 13 

薬局開設者は、法第九条の二第一項の規定による情報の提供を、当該薬局内の

情報提供を行う場所（薬剤師法第二十二条に規定する医療を受ける者の居宅等

において調剤の業務を行う場合又は同条ただし書に規定する特別の事情がある

場合にあっては、その調剤の業務を行う場所）において、調剤及び薬剤の販売

又は授与に従事する薬剤師に対面で行わせなければならない。 

薬剤師法第 25 条の 2 

薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当

たっている者に対し、調剤した薬剤の適正な使用のために必要な情報を提供し
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なければならない。 

 

■調剤録（調剤録の記入事項） 

薬剤師法第 28 条 

薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。  

２ 薬剤師は、薬局で調剤したときは、調剤録に厚生労働省令で定める事項を

記入しなければならない。ただし、その調剤により当該処方せんが調剤済みと

なったときは、この限りでない。 

３ 薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から三年間、保存しな

ければならない。 

薬剤師法施行規則第 16 条 

法第二十八条第二項 の規定により調剤録に記入しなければならない事項は、次

のとおりとする。 

一 患者の氏名及び年令  

二 薬名及び分量  

三 調剤年月日  

四 調剤量   

五 調剤した薬剤師の氏名  

六 処方せんの発行年月日  

七 処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の氏名  

八 前号の者の住所又は勤務する病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療

施設の名称及び所在地  

九 前条第二号及び第三号に掲げる事項  

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第 10 条 

保険薬剤師は、患者の調剤を行った場合には、遅滞なく、調剤録に当該調剤に

関する必要な事項を記載しなければならない。 

保険薬局の調剤録の取扱い（昭和 36 年 6 月 14 日 保険発第 57 号） 

保険薬局において作成する保険調剤録は、次に該当する事項を記入すること。

なお、この調剤録は、調剤済みとなった処方せんに調剤録と同様の事項を記入

したもので代えることができること。 

(1)薬剤師法施行規則第 16 条に規定する事項、 

(2)患者の被保険者証記号番号、保険者名、生年月日及び被保険者被扶養者の別、

(3)当該薬局で調剤した薬剤について処方せんに記載してある用量、既調剤量及   

び使用期間、 

(4)当該薬局で調剤した薬剤についての薬剤点数、調剤手数料、請求点数及び患 

者負担金額 
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■処方箋への記入等（処方箋の記入事項） 

薬剤師法第 26 条 

薬剤師は、調剤したときは、その処方せんに、調剤済みの旨（その調剤によっ

て、当該処方せんが調剤済みとならなかつたときは、調剤量）、調剤年月日その

他厚生労働省令で定める事項を記入し、かつ、記名押印し、又は署名しなけれ

ばならない。 

薬剤師法施行規則第 15 条 

法第二十六条の規定により処方せんに記入しなければならない事項は、調剤済

みの旨又は調剤量及び調剤年月日のほか、次のとおりとする。  

 一  調剤した薬局又は病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設の名

称及び所在地 

 二  法第二十三条第二項の規定により医師、歯科医師又は獣医師の同意を得

て処方せんに記載された医薬品を変更して調剤した場合には、その変更の

内容 

 三  法第二十四条の規定により医師、歯科医師又は獣医師に疑わしい点を確

かめた場合には、その回答の内容  

 

■処方箋の保存 

薬剤師法第 27 条 

薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなった処方せんを、調剤済みとなった日

から三年間、保存しなければならない。 

 

■処方箋等の保存 

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第 6 条 

保険薬局は、患者に対する療養の給付に関する処方せん及び調剤録をその完結

の日から三年間保存しなければならない。  


